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指定訪問介護・介護予防訪問介護相当サービス  

利用契約書兼重要事項説明書 

１.当事業所の概要 

この事業所が行う訪問介護サービス事業は、高齢者が要介護・要支援状態要支援者に相当する状態と

なった場合においても、入浴、排泄、食事の介護その他日常生活にわたる援助を行うことにより、その

利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよ

うに支援することを目的とする。 

（1） 事業者 

事業者の名称 医療法人 青仁会  

事業者の所在地 青森県八戸市田面木赤坂１６－３ 

代表者氏名 理事長 千葉 潜 

電話番号 ０１７８－２７－２０１６ 

法人設立年月日 昭和３７年６月 

（2） サービス事業所 

事業所名 本  部： 訪問看護・介護ステーション 五福 

サテライト 訪問看護・介護ステーション 五福サテライト 

所在地 本  部： 青森県八戸市大字田面木字赤坂２４番地１ 

サテライト 青森県三沢市大字中央町４丁目１番地２ 

管理者名 小林 可奈子 

介護保険事業者番号 青森県指定 （指定事業者番号 0270302649）  

通常の事業の実施地域 八戸市 隣接する町村（南部町、五戸町） 

三沢市 隣接する町村（おいらせ町、六戸町、東北町） 

営業日 月曜日～日曜日 

休業日 なし 

営業時間 ８時００分～１７時００分 

※夜間・早朝の営業時間外を希望される場合は、事前に御相談ください。 

サービス提供時間帯 6 時 30～２1 時 30分 

連絡先 （電 話） 本部 ０１７８－３２－００８８ 

    本部携帯 ０８０―９２５９―７２６６ 

 サテライト携帯 ０８０―９２５９―７２６７ 

（ＦＡＸ） ０１７８―７０―１６３０ 

開設年月日 本部    平成２３年１２月２２日 

サテライト 平成２８年１月１日 

２．職員の配置状況及び勤務時間 

（１）職種別業務内容及び勤務体制 

職種 業務内容 勤務体制 

管理者 従業者、業務の管理を一元的に行う  

８：00～17：00 サービス提供責任者 サービス利用申込みに係る調整、訪問介護員等に

対する技術指導、訪問介護計画の作成 

訪問介護員 訪問介護の提供 

 

（２）事業所の職員体制と主な資格 

職務 資格 常勤 

専従 

常勤 

兼務 

非常勤 

専従 

非常勤 

兼務 

備考 

(担当職員) 

管理者 介護福祉士   1   小林 可奈子 

サービス提供

責任者 

介護福祉士  2  １   小林 可奈子 

古川 祐貴子 

金田 志保 

訪問介護員 介護福祉士  1     3  



 

 

 

介護基礎研修       

ヘルパー１級       

ヘルパー２級  1     

 

３.サービス提供における当事業所の運営方針 

（1） 

基本方針 

当事業所は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把

握に努め、要介護状態の軽減若しくは悪化の防止、要介護状態となることの予

防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行っていきます。 

サービス提供にあたっては、懇切丁寧を旨とし  、利用者や御家族に対し、

サービスの提供方法や訪問介護計画の内容等について理解しやすいように説明

をします。 

指定居宅介護支援事業者、その他保健医療・福祉サービスを提供する者と密

接な連携をとり、利用者が継続的に保健医療・福祉サービスを利用できるよう、

必要な援助に努めます。 

（2） 

個人情報保

護法の遵守

と守秘義務 

 当事業所は、個人情報に関する法令その他関係法令及び厚生労働省のガイド

ラインを遵守し、個人情報の取扱いに関する方針等を定め、個人情報の保護を

図っていきます。 

 当事業所の事業者、サービス従業者は、サービスを提供する上で知り得た利

用者や御家族等に関する事項を正当な理由なく第三者へ漏洩しません。この守

秘義務は、本契約が終了した後も継続します。また、従業者であった者が従業

者でなくなった後においても、利用者や御家族の秘密を保持するべき旨を従業

者との雇用契約の内容としています。 

 当事業所は、利用者に対する指定訪問介護の提供に関する記録を整備し、整

備してから 5 年間保存するものとします。 

（3） 

サービス事

業者の禁止

行為 

従業者は、サービスの提供に当たって、次に該当する行為は行いません。 

①利用者もしくはその家族等からの物品等の授受 

②飲酒及び利用者の同意なしに行う喫煙 

③利用者もしくはその家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動 

④その他利用者もしくはその家族等に行う迷惑行為 

（４） 

 身体拘束に 

 ついて 

 利用者への身体拘束は「緊急やむを得ない場合」を除いていたしません。 

「緊急やむを得ない場合」に該当する 3 要件は以下の通りです。 

  ○切迫性：利用者本人または他の利用者の生命または、身体が危険に 

   さらされる可能性が著しく高い場合 

  ○非代替性：身体拘束以外に交代する介護方法がないこと 

  ○一時性：身体拘束は一時的なものであること 

 「緊急やむを得ない場合」の判断は、訪問職員又は事業所のみでおこなう 

 のではなく、法人全体で判断することが必要である。 

 また、身体拘束の内容、目的、時間、期間などを高齢者本人や家族に対し 

 て十分に説明し、理解を求めることが必要である。 

 なお、介護保険サービス提供者には、身体拘束に関する記録の作成が義務 

 づけられている為、実施いたします。 

（５） 

事故発生時

の対応 

 サービスの提供中に事故が発生した場合、速やかに家族、市町村、その他関

係機関へ連絡します。事業者の責任により利用者に生じた損害については、事

業者は速やかにその損害を賠償いたします。守秘義務に違反した場合も同様と

します。 

 ただし、その損害の発生について、利用者に故意又は過失が認められる場合

には、利用者のおかれた心身の状況を斟酌（しんしゃく）して相当と認められ

る時に限り、事業者の損害賠償責任を減じる場合があります。 

（６） 

サービスの

質の向上 

 当事業者は、自らその提供するサービスの質の評価を行い、常にその改善を

図っていきます。 

介護員等の質向上のために、採用時研修及び事業所内研修を行っていきます。 

 

 



４．当事業所の提供するサービス内容 

（１） 

サービス 

提供方法 

○当事業所の訪問介護員が、当事業所の車でご自宅へお伺いし、身体介護や家

事などの生活援助を行います。 

○必要に応じて、身体介護サービスと生活援助サービスを組み合わせて提供し

ます。 

○通院等の外出介助を行います。 

○基本的に派遣される訪問介護員は一人ですが、利用者又は御家族の同意の上

で二人の訪問介護員共同でサービスを提供致します。 

○それぞれの利用者に対して担当の訪問介護員を決定しますが、実際のサービ

ス提供にあたっては、複数の訪問介護員が交代でサービスを提供します。 

（２） 

身体介護 

サービス 

利用者の身体に直接接触しておこなう介助、介助に必要な準備及び後片付け、

利用者が日常生活を営むのに必要な機能の向上等のための介助や専門的な援助

をおこないます。 

起床介助 

就寝介助 

ベッドへの誘導、ベッドからの起き上がりの介助を行いま

す。 

入浴介助 入浴の介助を行います。 

入浴が困難な方へは、身体を拭く（清拭）などの対応をし

ます。 

排泄介助 排泄の介助、おむつ交換を行います。 

食事介助 食事の介助を行います。 

衣服の着脱 上着、下着の更衣の介助を行います。 

身体整容 日常的な更衣としての身体整容を行います。 

体位交換 床ずれ予防の為体位の交換を行います。 

服薬介助 配剤された薬の確認、服薬のお手伝い、服薬の確認を行い

ます。 

移乗・移動介助 室内の移動、車椅子等への移乗介助を行います。 

通院・外出介助 通院時に付き添いの介助を行います。 

自立生活支援

のための見守

り的援助 

・利用者と一緒に手助けしながら行う調理（安全確認の声

かけ、疲労の確認を含みます。）を行います。 

・入浴、更衣等の見守り（必要に応じて行う介助、転倒予

防の為の声かけ、気分の確認などを含みます。） 

・ベッドの出入り時など自立を促す為の声かけ（声かけや

見守り中心で必要な時だけ介助）を行います。 

・排泄等の際の移動時、転倒しないように側について歩き

ます。（介助が必要な時だけで、事故がないように常に見

守ります。） 

・車椅子での移動介助を行って店に行き、利用者が自ら品

物を選べるように援助します。 

・洗濯物を一緒に干したりたたんだりすることにより自立

支援を促すとともに、転倒予防の為の見守り・声かけを

おこないます。 
 

（３） 

 生活援助 

サービス 

掃除、洗濯、調理などの日常生活の援助であり、利用者が単身の 

ため、または家族が障害・疾病などのため、本人や家族が家事を 

行うことが困難な場合に行われるものをいいます。 

調 理 利用者のお食事の用意を行います。 

洗 濯 利用者の衣類等の洗濯を行います。 

掃 除 利用者の居室の掃除や整理整頓を行います。 

買い物 利用者の日常生活に必要となる物品の買い物を行います。 
 

（４） 

提供できな

いサービス 

次のサービスは提供できませんので、ご留意ください。 

 ①医療行為 

②預貯金の引き出しや預け入れ 

（利用者自ら、預貯金の引き出しや預け入れを行うために外出する際の 



付き添い介助は行います。） 

③利用者以外（主として御家族）に対するサービス 

○利用者以外のものに係る洗濯、調理、買い物、布団干し等 

○主として利用者が使用する居室等以外の掃除 

○来客の接待（お茶、食事の手配等） 

○自家用車の洗車・掃除 

④草むしりや植木の剪定、庭の掃除 

⑤花木の水やり 

⑥犬の散歩等ペットの世話 

⑦家具・電気器具等の移動、修繕、模様替え 

⑧大掃除、窓のガラス磨き、床のワックスがけ 

⑨室内外家屋の修理、ペンキ塗り 

⑩正月、節句等のために特別な手間をかけて行う調理 

⑪商品の販売や農作業等、生業の援助的な行為 

（５） 

 訪問介護計

画の作成・実

施について 

○当事業所では、個別の具体的なサービス内容やサービス提供方法を「訪問 

介護計画」（ケアプラン）に定め、実施していきます。 

○利用者の担当ケアマネジャーから提供された「居宅サービス計画」をもとに、

当事業所の担当者が「訪問介護計画」の原案を作成します。 

その後、ケアカンファレンスを行い再検討し、作成された原案について 

利用者、及び御家族へ内容を説明し、同意を得られたものを正式な訪問介護

計画とし、実施していきます。同意の際は、文書に署名をいただきます。 

○訪問介護計画は、居宅介護サービス計画の見直し時期と連携をとり、更新

や変更をおこなっていき、都度説明と同意・署名をいただきます。 

なお、訪問介護計画についての内容等は、変更都度書面にて交付いたします。 

（６） 

留意事項 

※通院介助、買い物介助等で訪問介護員が付添時、バス等の交通手段を用いた

場合、訪問介護に係る交通費は利用者の負担とさせていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



５．サービスの利用方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．サービス利用に関する留意事項 

（１） 

 訪問介護員の

交代 

①利用者からの申し出について 

○選任された訪問介護員の交代を希望する場合は、当該訪問介護員が業

務上不適当と認められる事情、その他交代を希望する理由を明らかに

して、事業者に対して訪問介護員の交代を申し出ることができます。 

②事業者からの訪問介護員の交代 

○事業者の都合により、訪問介護員を交代する場合があります。 

その際は、利用者及びその御家族に対して、サービスの不利益が生じ

ないように十分配慮するものとします。 

（2） 

備品等の使用 

訪問介護サービス実施のために必要な備品等（水道、ガス、電気を含む）

を無償で使用させて頂きます｡ 

（3） 

サービス内容

の変更 

サービス利用当日に、利用者の体調等の理由で予定されていたサービスの 

実施ができない場合には、変更したサービス内容と時間に応じたサービス 

利用料金を請求いたします。 

（1） 

サービス利用

開始、 

変更、追加 

サービス利用を希望される場合は、まずは担当ケアマネジャーと御相談

ください。また稼動状況（利用枠の空き状況）によりますが、サービス実

施中でも当事業所の利用の追加をすることができますので、サービス実施 

希望日までに担当のケアマネジャーか当事業所へ御相談下さい。 

（2） 

利用をお休み 

する場合 

○利用キャンセルが決り次第ご連絡ください。 

○利用キャンセル等の連絡なく訪問時不在だった場合については、利用開

始予定時間より１５分まで待機します。１５分たっても利用者が戻らず

サービスを提供できなかった場合は、利用中止とさせていただきます。

尚、その際の利用料金はいただきません。 

（3） 

サービスの 

終了 

 

①利用者の都合でサービスを中止する場合、速やかに当事業所又は担 

当ケアマネジャーへお申し出ください。 

ただし、当事業所が正当な理由なくサービスを提供しない場合、 

守秘義務に違反した場合、利用者や御家族などに対して社会通念を逸脱す

る行為を行った場合、利用者は即座に契約を解約・解除することができま

す。 

②以下の場合は、双方の通知がなくても自動的にサービスを終了致し 

ます。 

○利用者が入院し、２ヶ月以上退院の見込みがない場合 

〇利用者の「居宅サービス計画」が変更され、利用予定がなくなっ

た場合。 

〇利用者が介護保険施設へ入所した場合。 

〇要介護認定により、利用者の心身の状況が非該当（自立）と判定

された場合。※この場合、条件を変更して再度契約することができます。 

   〇利用者が死亡した場合。 

（3） 

サービスの 

終了 

 

③その他 

○利用者が、サービス利用料金の支払いを２ヶ月以上遅延し、相当期間

を定めた催告にもかかわらず支払われない場合、又は利用者や御家族

などが当事業所やサービス従業者に対して本契約を継続し難いほどの

背信行為を行った場合には、文書で通知することにより、即座にサー

ビスを終了させていただく場合があります。 

〇事業者が破産や介護保険の指定を取り消されるなど、やむを得ない事情

により、サービスを終了させていただくことがあります。その場合は、

終了１ヶ月前までに文書で通知します。 

（４） 

利用の中止、 

変更、追加 

 気象庁による警報発令時、または大雨、強風、積雪等の悪天候、自然災

害などによりサービスの実施が著しく危険であると事業所が判断したとき

には、事業所からの申し出により、曜日の変更及び時間変更をお願いする

場合があります。 



（4） 

その他 

当事業所の職員に対し、迷惑を及ぼすような宗教活動、政治活動、営利活 

動を行うことはできません。 

 

７．緊急時における対応方法 

サービス提供中に利用者に症状の急変が生じた場合、速やかに利用者の主治医にご連絡すると 

ともに、予め下記の指定する連絡先にも連絡致します。また、主治医へ連絡が困難な場合は、 

救急搬送等の必要な措置をおこないます。サービス提供時、事故が発生した場合は、利用者の 

所在する市町村、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡するとともに、必要 

な措置を講じていきます。 

主

治

医 

利用者の主治医  

所属医療機関名称  

所在地及び電話番号 （住所） 

（電話） 

家

族

等 

緊急連絡先の家族等  

住所及び電話番号  
（住所） 

（電話） 

居

宅 

利用者の担当ケアマネ  

住所及び電話番号  
（住所） 

（電話） 

 

８．虐待防止について 

   １、事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じ

るよう努めるものとします。 

   （１）虐待防止に関する責任者を選定しています。 

虐待、ハラスメント防止に関する責任者及び窓口  小林 可奈子 

   （２）成年後見人制度の利用を支援しています。 

   （３）従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施しています。 

   （４）虐待防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用もできる）を定期的に 

      開催するとともに、その欠課について、訪問介護院等に周知徹底を図っていきます。 

   （５）虐待防止のための指針を定期的に整備していき、研修を定期的に実施していきます。 

２、事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業員または擁護者（利用者の家族など高齢者を 

現に擁護する者）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は速やかにこれを 

市町村に通報するものとします。 

 

９・苦情処理について 

   （１）サービス提供に係る利用者又は家族等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために必要 

     な措置を講じていきます。 

サービス提供に関する苦情や相談は、当事業所の下記の窓口でお受けします。 

事業所相談窓口 
 電話番号  ０１７８－３２－００８８ 

 面接場所  当事業所の相談室 

 責任者窓口 小林 可奈子 

      サービス提供に関する苦情や相談は、下記の機関にも申し立てることができます。 

苦情受付機関 

八戸市介護保険課 電話番号  ０１７８－４３－９２９２ 

三沢市介護福祉課 電話番号  ０１７６－５１－８７７３ 

三戸町健康推進課 電話番号  ０１７９－２０－１１５３ 

五戸町介護保険課 電話番号  ０１７８－６２－７９５６ 

おいらせ町介護福祉課 電話番号  ０１７８－５６－４７０５ 

六ヶ所村福祉課 電話番号  ０１７５－７２－２１１１ 

青森県国民健康保険団

体連合会 

苦情処理委員会 

電話番号  ０１７－７２３－１３３６ 

 



10．職場におけるハラスメントの防止について 

   １．事業者は、適切な指定訪問介護の提供を確保する観点から、職場において行なわれる 

     性的な言動又は優越的な関係を背景として言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えた 

     ものにより訪問介護員等の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等に必要 

     な措置を講じるものとします。尚、パワーハラスメント及びセクシャルハラスメントについ 

     ては上司や同僚に限らず、利用者やその家族等から受けるものも含まれることに留意ください。 

（１） 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備をおこない、職員に周知させる。 

（２） 事業所におけるハラスメント内容及びハラスメントをおこなってはならない旨の方針を 

明確化し、訪問介護員に周知・啓発を図り、指針の定期的見なおしを図っていく。 

（３） 被害者への配慮のための取組（メンタルヘルス不調）への相談対応、行為者に対して１人 

に対応させない等） 

（４） 被害防止のための取組み（マニュアル作成や研修等の実施等、業種等状況に応じた取組） 

（５） 訪問介護員に対し、ハラスメントのための研修及び訓練を定期的に実施していく。 

 

２．ご利用に際してのお願いと、禁止行為について 

 【サービスご利用に際してのお願い】 

   （１）介護保険制度や契約のサービスの範囲内容や費用を超えたサービスは提供できません。 

（２）お茶やお菓子、金品などお心付けなどは一切ご不要です。 

（３）訪問の際はペットをゲージに入れる、リードをつなぐなど配慮をお願いします。 

（４）見守りカメラの設置、職員の写真を撮影する場合、個人情報保護法に準じて事前に職員本人の 

同意を受けてください。 

   （５）ハラスメント行為などにより、健全な信頼関係を築くことが出来ないと判断した場合は、サー 

ビス中止や契約を解除することもあります。 

   （６）訪問中の喫煙はご遠慮ください。 

   （７）サービス内容に疑問や不満がある場合、又は職員からハラスメントを受けた場合は気軽に管理 

者へご連絡ください。 

 

 【サービス利用にあたっての禁止事項について】 

（１）事業者の職員に対して暴言・暴力・嫌がらせ、誹謗中傷などの迷惑行為。 

（２）パワーハラスメント、セクシャルハラスメント、カスタマーハラスメントなどの行為。 

（３）サービス利用中に職員の写真や動画撮影、録音等を無断でＳNS等に掲載すること。 

 

1１．衛生管理について 

１．事業所は、訪問介護員等の清潔及び、健康状態について必要な管理を行うものとします。 

   2．事業所は、設備及び備品などについて、衛生的な管理に努めていきます。 

   ３．事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように次に掲げる措置を講じます。 

（１） 事業所における感染症及び予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会（テレビ 

電話装置等を活用できる）を開催するとともに、その欠課について訪問介護員に周知徹底 

を図ります。 

（２）事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を定期的に整備していきます。 

（3）事業所において、訪問介護員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び、 

      訓練を定期的に実施していきます。 

 

1２．業務継続計画の策定について 

１．事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問介護の提供を継続 

  的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続 

計画」という）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じていきます。 

   ２．事業所は訪問介護員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練 

を定期的に実施していきます。 

   ３．事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて変更をおこなっていきます。 

 

 

 

 



１３．サービス利用料金とお支払い方法 

【A2 訪問型サービス(独自)】 （事業対象者・要支援１・２）    
※所得に応じて介護保険負担割合証をもとに 1 割・2 割・3 割負担に分けられます。 

区分 料金 

（１ヶ月あたり 

利用料金） 

介護保険適用時自

己負担額 

（１割） 

介護保険適用時

自己負担額 

（２割） 

介護保険適用時

自己負担額 

（3 割） 

備考 

訪問型独自サービスⅠ １１,７６０円 １,１７６円 ２,３５２円 ３,５２８円 週１回程度 

訪問型独自サービスⅡ ２３,４９０円 ２,３４９円 ４,６９８円 ７,０４７円 週２回程度 

訪問型独自サービスⅢ ３７,２７０円 ３,７２７円 ７,４５４円 １１,１８１円 週２回を超える程度 

※事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住する者、またはこれ以外の範囲に所在する 

建物に居住する者(当該建物に居住する利用者の人数が 1 月あたり 20 人以上の場合)は 10％減算となります。 

※事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住する者のうち、当該建物に居住する利用者の 

人数が 1 月あたり 50 人以上の場合は、15％減算となります。 

 

【訪問介護】（要介護１～５の方） 
※所得に応じて介護保険負担割合証をもとに 1 割・2割・3 割負担に分けられます。 

区分 

（身体介護） 

料金 

（３０分単位） 

介護保険適用時 

自己負担額（１割） 

介護保険適用時 

自己負担額（２割） 

介護保険適用時 

自己負担額（3 割） 

備考 

身体介護０１ 1.630 円 １６3 円 ３２６円 ４８９円 ２０分未満 

身体介護１ 2.440 円 ２４４円 ４８８円 ７３２円 ２０分以上３０分未満 

身体介護２ 3.870 円 ３８７円 ７７４円 １,161 円 ３０分以上１時間未満 

身体介護３ 5.670 円 ５６７円 １,１５８円 １,７0１円 １時間以上１時間 30 分未満 

身体介護４ ６.490円 ６４９円 １,２９８円 １,９４７円 579 単位に３０分を増すごとに料金に 

82 円を加算 身体介護５ 7.310 円 ７３１円 １,４６２円 ２,１９３円 

身体介護６ 8.130 円 ８１３円 １,６２６円 ２,４３９円 

身体介護７  8.950 円 ８９５円 １,７９０円 ２,６８５円 

身体介護８ 9.770 円 ９７７円 １,９５４円 ２,９３１円 

身体介護９ 10.059 円 １,０５９円 ２,１１８円 ３,１７７円 

以下省略 

区分 

（身体介護） 

料金 介護保険適用時の自己

負担額（１割） 

介護保険適用時の 

自己負担額（２割） 

介護保険適用時の 

自己負担額（3 割） 

備考 

生活援助２ １,6３０円 １6３円 ３２６円 ４８９円 ２０分以上４５分未満 

生活援助３ ２,２００円 ２２０円 ４４０円 ６６０円 ４５分以上 

区分 （身体介護）＋ 

（生活援助） 

料金 

 

介護保険適用時の自己

負担額（１割） 

介護保険適用時の 

自己負担額（２割） 

介護保険適用時の 

自己負担額（3 割） 

備考 

身体介護（単位）+生活１ ６５０円 ６５円 １３０円 １９５円 ２０分以上 

身体介護（単位）+生活２ １３００円 １３０円 ２６０円 ３９０円 ４５分以上 

身体介護（単位）+生活３ １９５０円 １９５円 ３９０円 ５８５円 ７０分以上 

※事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住する者、またはこれ以外の範囲に所在する 

建物に居住する者(当該建物に居住する利用者の人数が 1 月あたり 20 人以上の場合)は 10％減算となります。 

※事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住する者のうち、当該建物に居住する利用者の 

人数が 1 月あたり 50 人以上の場合は、15％減算となります。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜その他の加算＞ ※所得に応じて介護保険負担割合証をもとに 1 割・2 割・3割負担に分けられます。 

初回加算 利用料 ２,０００円 利用者負担金  ２００円 

緊急時訪問加算 利用料 １,０００円 利用者負担金  １００円 

介護職員等処遇改善加算（Ⅲ） １ヶ月利用料金×18.2 ％ 

 

留意事項 

○提供時間数は、実際のサービス提供時間ではなく、居宅サービス計画及び訪

問介護計画に定められた時間数によるものとします。なお、計画数とサービ

ス提供時間数が大幅に異なる場合は、利用者の同意を得て、居宅サービス計

画の変更の援助を行うとともに訪問介護計画の見直しを行います。 

○利用者の心身の状況により、１人の訪問介護員によるサービスが困難である

と認められた場合で、利用者の同意を得て２人の訪問介護員によるサービス

提供を行なったときは、上記金額の２倍となります。 

  

（2）その他の料金 

サービス提供に当たり必要となる利用者の居宅

で使用する電気、ガス、水道の費用 
利用者（お客様）の負担となります。 

通院・外出介助におけるヘルパーの公共交通機

関等の交通費 
実費相当を請求致します。 

  

（3）料金の請求及び支払いについて 

請求方法について ○利用月毎の合計金額に請求し、毎月１０日以降に請求書が発行されま

す。 

支払い方法 ○請求月の末日までにお支払い下さい。  

○お支払いを確認しましたら、領収書をお渡ししますので、必ず保管をお

願いします。 

留意事項 ○料金の支払いについて、支払い期日から２ヶ月遅延し、さらに支払いの

督促から 14日以内にお支払いがない場合は、サービス提供の契約を解

約した上で、未払い分をお支払いいただくことになります。 

 

改定について 

  この重要事項説明書を改定する場合、軽微な事項及び法改正に伴う事項については変更箇所の通知 

  と説明をおこない同意を頂いたものとします。但し、変更事項に同意できない場合は解約できるもの 

  とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



私は、事業所により上記の重要事項説明書の交付と説明を受けました。また、この文書が契約書の 

一部となることについても同意します。又、上記に定められた利用料金を遅滞なく、支払うことに 

同意します。 

 

令和   年   月   日 

 

 

        利 用 者  住 所 

          

               氏 名                  印 

 

 

        署名代行者(又は法定代理人) 

 

               住 所  

 

               氏 名                  印 

 

本人様との続柄 

  

         代筆理由   目が不自由な為。  ・ 病気等により説明の理解が難しい為。 

                その他【                  】 

 

        連帯保証人  住 所 

 

               氏 名                  印 

 

               本人様との続柄 

 

 

 

 

当事業者は、           様へのサービス提供開始にあたり、上記のとおり重要事項 

を説明致しました。 

 

令和  年   月   日 

    

    

        事 業 者  所在地     青森県八戸市大字田面木字赤坂 16番地３ 

 

               事業者(法人)名  医療法人 青仁会 

                        訪問看護・介護ステーション五福 

 

               代表者職・氏名  理事長  千葉  潜     印 

 

               説明者職・氏名                  

                                       印 


